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第１１期東京都生涯学習審議会 第５回全体会 

会議次第 

 

１ 開会 

２ 事務局異動職員紹介、地域教育支援部長挨拶 

３ 議事 

 （１）東京都が取り組むべき青少年教育の振興方策の在り方について 

  ア これまでの議論の整理－青少年教育振興の基本的な考え方の整理にむけて 

    酒井副会長 

  イ 意見交換 

  ウ 質疑応答 

  エ これまでの経緯と今後の進め方について 

 （２）補助金部会の設置について 

４ 今後の予定 

５ 閉会 

 

【配付資料】 

資料１ これまでの議論の整理－青少年教育振興の基本的な考え方の整理にむけて 

    （酒井副会長資料） 

資料２ これまでの経緯と今後の進め方について 

資料３ 補助金部会の設置について 
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第１１期東京都生涯学習審議会第５回全体会 

 

令和２年６月２２日（月） 

開会：午後６時００分 

 

 

【生涯学習課長】  ただいまから第１１期東京都生涯学習審議会第５回全体会を開催さ

せていただきます。 

 第５回の開催に当たりましては、２度の延期となり、大変御迷惑をおかけいたしました。 

 また、本日のオンライン会議の実施に向けて、委員の皆様には接続テスト等の事前準備

にも御協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は委員の皆様全員御出席でございます。 

 議事に入る前に事務局から報告がございます。去る４月１日の人事異動で教育庁地域教

育支援部長と管理課長、生涯学習課長が異動いたしました。 

 地域教育支援部長は、前任の太田の後任として着任いたしました田中でございます。 

【地域教育支援部長】  田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 一言御挨拶をさせていただきます。今回の審議会におきましては、青少年教育の振興の

在り方を議論していただいておりますけれども、ちょうど今、東京都教育委員会にとって

重要なタイミングを迎えているところでございます。私どもが青年の家を再編整備して、

ＰＦＩ方式に基づく新しい青少年教育施設ユース・プラザを設置してから約２０年が経過

しようとしております。この２０年の中で青少年たちを取り巻く社会も変化をし、求めら

れる教育の内容も大幅に変わってきております。このような状況変化を的確に分析して、

今後の青少年教育の議論の中で青少年教育施設の在り方、あるべき機能や果たすべき役割

などにつきまして的確に見出していきたいというふうに考えております。 

 委員の皆様におきましては引き続き積極的な議論をどうぞよろしくお願いいたします。 

【生涯学習課長】  続きまして、管理課長の川口でございます。 

【管理課長】  ユース・プラザを所管しております管理課長の川口でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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【生涯学習課長】  そして、私、進行を務めさせていただいております生涯学習課長の

倉富でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。事務局から次第と、それから資料

１「これまでの議論の整理－青少年教育振興の基本的な考え方の整理にむけて」、酒井副

会長の資料でございます。続きまして、資料２「これまでの経緯と今後の進め方につい

て」、資料３「補助金部会の設置について」を事前にお送りしております。お手元に御用

意いただいておりますでしょうか。 

本日の傍聴は０名でございます。 

 それでは、ここからは笹井会長に議事進行をお願いしたいと存じます。笹井会長、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【笹井会長】 皆さん、今晩は。お久しぶりです。こういう事態になって、今回オンライ

ンで開催ということですが、そういうことでも会合が開けるというのは良いことだなと考

えています。 

 オンライン会議ということで、発言をしていただく委員の先生方のお名前を私からお呼

びして御発言いただきながら議事を進めていきたいと思います。是非御協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 それでは、次第に沿って進めてまいります。 

 これまでの審議会では、東京都と市区町村の青少年を対象とした教育の事業について、

中・高生を対象とした市区レベルの施設の取組について、前回は、ヨーロッパ、特にスウ

ェーデンのユースワークの取組について様々な方から事例を御報告いただいて、それを基

に御審議いただいてきたわけです。 

 今日は、酒井副会長に、これまでの審議内容について整理していただくとともに、今後

の審議に向けた課題提起というか、御提案を頂きたいというふうに考えております。資料

は、お手元に資料１が用意されているのかなと思います。それを見ながら酒井先生のプレ

ゼンテーションをお聞きしたいと思います。 

 では、酒井副会長、よろしくお願いいたします。 

【酒井副会長】  皆様お久しぶりです。前回から少し時間がたっていますので、これま

での審議の内容を確認、整理した上で、「中間のまとめ」の作成に向けて、青少年教育振

興の基本的な考え方について検討するというのが趣旨となります。何度も申し上げますよ

うに、私は生涯学習、社会教育の領域は非常に門外漢ですから、とんちんかんなことを申
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し上げたり、私のほうから見るとこういうことが言えるということで、また後ほどいろい

ろ御意見、御議論いただきたいと思います。 

 本日の報告は５点にわたりまして、まず最初が基本的な概念の確認、それから順番に、

都の報告と取組をどのように考えるのか。幾つかの先進的な区市町村の取組から何を学ぶ

のか。ヨーロッパの取組から何を学ぶのか。最後に、今後の教育振興基本計画をどういう

ふうに考えるのか。その５点について御報告したいと思います。 

 今後の予定としましては、「中間のまとめ」を当初の予定では９月ということで、来年

９月に建議を出す。そのような予定で進んでいるのだと思います。 

 最初に、テーマ設定の背景、基本的な概念の確認ということで、まずここでは、青少年

は３０歳未満、特に今回、中・高生並びにそれ以上の年齢層に注目していこうという共通

理解だったと思います。青少年教育は、青少年に対する総合的な人間形成を目的として、

学校以外の場所で行われる教育を指すということで、ユースワークという概念を積極的に

使っていきたいということだったと思います。それから、ユースソーシャルワークという

概念も出てきたと思います。 

 第１回目で、都から、テーマ設定の背景、理由の説明を頂いたと思います。この中で、

元々、青少年教育は勤労青少年教育を対象としていたのですけれども、やはり社会の変化

の中で、一般的な青少年教育の必要性が意識されることになったという御指摘を頂いたと

思います。元々、青少年教育は、団体の振興、あるいは施設の整備という形で実施されて

きたのですけれども、そうした団体の活動の停滞。一方で、高校進学率の上昇があったと

いうことで、勤労青少年という存在そのものが非常に希薄化してくる中でどう考えればい

いのだろうという状況だと思います。 

 一方で、青少年を取り巻く生活環境の変化の中で体験活動の不足やコミュニケーション

の在り方の問題が指摘されて、これに対してどう対応するかということが求められる。 

 それから、ＰＦＩの手法を用いて施設の運営をどうするのかといったことがあったと思

います。 

 ここからのコメントは、これらを見ながらいろいろ考えたことが書いてあるところです。

まず、今の繰返しになるのですけれども、青少年教育は、高校進学率がほぼ１００パーセ

ントの中で何を課題とするのか考えなければいけないということが１点。 

 それから、従来は、青少年教育は勤労青少年を主たる対象、全日制の高等学校に通う生

徒は学校教育が管轄する生徒というふうにある種のすみ分けでやってきたと思うのですけ



-6- 

 

れども、青少年教育は、学校以外の場で行われる教育として位置付けられてきた。しかし、

現在において青少年教育は、思春期、青年期の若者に対する学校教育とは異なる独自の視

点――ここが非常に大事だと思うのです。つまり、学校教育が対象とする中・高生を含み

つつ、それ以外の若者も含めた青少年全体を対象として、固有の目的の下に行う教育、こ

ういう把握で今回は考えていくということだったと思います。 

 そうしますと、学校教育関係の者からすると、中・高生に対する青少年教育の必要性を

どう訴えるのかということが非常に重要になってくるだろうと考えております。東京都か

ら頂いた説明から考えますと、学校教育との差異化の観点からしますと、発達段階を意識

した教育の必要性や体験活動の不足、コミュニケーション力の不足、これらを補うものと

して青少年教育が位置付くのかなと考えております。一方で、社会を取り巻く環境の変化

の中で青少年全体の包括的な教育施策の必要性も訴えていく必要があるだろう。その背景

には、青年期の構造的な不安定化、あるいは学校教育の中で通信制高等学校が拡大したり、

不登校が増加したり、そういったものに対応ということで求められていることもあるだろ

うというふうに考えております。 

 こうした問題意識は、現代の都立高等学校の改革とも非常に近いものですから、この改

革とも連携していく必要があると考えております。それで少し勉強しまして、平塚眞樹先

生がヨーロッパのことで書いていらっしゃるのを少し読んだのです。そうしますと、ヨー

ロッパでは、失業や不安定雇用など、若年層の就業を巡る困難化の問題解決のために、包

括的な雇用、職業、地域、医療、文化、いろいろなものが共有される中で若者政策はつく

り出される。ですから、総合的な若者政策が立てられた上でユースワークの必要性や学校

教育との連携といった観点も同時に必要となってくるだろうというふうにも考えておりま

す。 

 それから、２回目で都の現状の取組について御報告いただきまして、様々な事業の数、

それからユース・プラザの改革の方向性についてポンチ絵も提示していただきました。都

の青少年が抱える課題を踏まえた見直しが必要だということで、こうした観点で幾つかの

見直しの視点を頂いたかと思います。 

 施設の設置目的は、青少年の自立と社会性の発達ということがあったかと思います。そ

れから、施設の特徴をいろいろ書いてありますね。ここら辺はコメントに大体入っていま

すので、こちらを読み上げさせていただきます。 

 まず、区市町村の青少年教育事業については、対象として、いろいろ資料を見せていた
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だいて、小学生を対象とする事業が多く、中・高生対象の事業が少ないこと。様々な事業

があり、どのような目的意識の下で進められているのかが不明確である。そういった現状

があることが浮かび上がったかと思います。 

 それから、都営のユース・プラザにつきましては、青少年の自立と社会性の発達を支援

するという設置の目的に現状どこまで沿って運営されているのかがちょっと見えにくいな

というところが御報告を聞いていての印象でした。 

 もう一つは、量的には区市町村の事業が圧倒的に多い中で、都のユース・プラザは、先

ほどの図にあった見直しの視点に沿って再編成が求められる。やはりセンター的な機能が

非常に求められ、研究・調査の機能が一つ大きな柱となってくるだろうとも感じました。

ただ、センター的な機能を果たすには、区市町村の担当部署や青少年関係職員との連携が

一層強化される必要がある。ですから、ユース・プラザの改革は、一方でこうした全体の

ネットワーク、連携の強化とセットになってくるだろうと考えております。 

 次に、幾つかの区市町村の取組から何を学ぶのかということですが、文京区青少年プラ

ザ b-labと調布市青少年ステーションＣＡＰＳの代表の方からお話を頂いたかと思います。

b-lab のコンセプトとしては居場所とステージとおっしゃったかと思います。居場所です

ね。中・高生が自分らしく自由に過ごせる場が大事だとおっしゃっていたと思います。ス

テージというのは舞台ですね。中・高生が主役となって主体的に取り組む活動ができる舞

台を用意する、そういった考え方だと思います。 

 それから、b-lab を運営されているＮＰＯ法人カタリバの三つの活動についての基本的

な考え方も紹介していただきました。新しい場所づくり、学校や地域にプログラムを届け

ること。高等学校や行政の中に入り、学校と社会をつなぐ中間支援であること。こうした

動きが今回の青少年施策全体としても非常に大事になってくるかなとお聞きしました。 

 それから、調布市の青少年ステーションＣＡＰＳですけれども、こちらも居場所という

ことが強調されていました。資料に記載した三つの「いばしょ」があるという御説明だっ

たと思います。この御説明と b-labの居場所ステージは、趣旨としてはほぼ重なっている

というふうにもお聞きしました。ＣＡＰＳの施設の特徴としましては、まず自由来館。こ

れは b-labとも一緒だと思いますが、自由にいられるということですね。自分で居ること

を選んで来館できる場所である。それから、強調されていたのは、こちらは臨床心理士を

雇用し、職員が悩んだときにアドバイスできるサポートとして臨床心理士を配置している

という御説明だったと思います。それから、調布市の様々な機関・団体との地域支援のネ
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ットワークの中に組み込まれている。ここもこのＣＡＰＳの特徴だったと思います。 

 それから、御説明の中で、これは非常に大事だと思いまして、子供たちに足りていない

と感じているもので、家と学校以外の場、与えられた役割でなく自分自身でいられる場が

若者、青少年には必要なのだという御説明がありました。それから、不登校へのアプロー

チもここでは非常にできる。ＣＡＰＳだからできることがある、一方で、児童館という枠

組みの中でのＣＡＰＳだから難しいこともあるという御説明があったと思います。 

 青少年の居場所づくりということが非常に強調される傾向があり、こうした居場所の提

供は今後の施策の中でも非常に重要になってくるだろうと思います。ただ、なぜ青少年に

居場所が必要なのかということを説明する必要があるかというふうにも思います。とりわ

け学校教育関係者からしますと、学校そのものが今生徒にとっての心の居場所づくり、居

場所になるべく、そういう理念で改革が進められてきた経緯があります。ですから、それ

とは別の場所がなぜ必要なのか。不登校の生徒にとってはもちろん学外にそうした居場所

があることは大事だと容易に分かるのですが、一般の中・高生にとって学外の居場所がな

ぜ必要なのかということを説得的に語るところがありますと、学校教育関係者からしても

非常にストンと落ちるものがあるかなと思います。 

 それから、第三の場所、ナナメの関係という言い方からも、こうした施設において学校

ではない場所や関係が追求されていることがうかがえます。繰返しになりますけれども、

こうした第三の場所やナナメの関係が今の青少年にとって非常に求められているものなの

だということをどこかで確認といいますか、そこをきちんと強調していく必要があると考

えております。 

 その一方で、冒頭で申し上げた今の青少年の体験活動の不足やコミュニケーション力の

不足という点で、こうした学外の青少年教育施設が果たす役割というのは非常に強調され

るべき点であるというふうにも思います。それから、ＣＡＰＳの説明のなかであった、家

や学校以外の場、与えられた役割ではなく自分自身でいられる場という説明が大変分かり

やすく、青年期の自立を図る上でこうした場の必要性は青少年教育施設全体の理念として

非常に考えられるかなとも思いました。 

  先ほど平塚先生のところで申し上げましたが、ＥＵでの取組が包括的な政策の中に位

置付けられているのに対して、都内での実践は教育委員会や児童福祉関係部局の取組とし

てある。それが日本の青少年施策の枠組みだと思います。そうしますと、その枠組みの中

でどういうことができるのかを考えていく必要がある。単純にヨーロッパのユースワーク
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の理念を持ち込むことはなかなか難しいところがあると思います。ですから、日本版のユ

ースワークをどう構想するのかということがもう一つ必要になるかなというふうに考えま

した。 

 それから、海外の取組から何を学ぶのかということで、文教大学の両角先生からヨーロ

ッパの取組、特にスウェーデンの事例について御報告いただきました。やはりヨーロッパ

のユースワークは、１９９０年代から２０２０年、この３０年ぐらいの間で非常に発達し

てきたことが分かりました。一つは若者の失業問題を契機としているということだったと

思います。ここも先ほどの平塚先生の論文から抜き書きして、統合性・包括性が要請され

ることの中で若者政策が論じられてきた。その視点はやはり学ぶべき部分があるところで

す。ただ、それでもなかなかそこは枠組みが違うので難しい部分があるかなというふうに

思うという観点で触れております。 

 ＥＵの若者政策が明確に確立したのは２０００年以降だということで、「若者白書」の

中で、方向性として積極的シティズンシップ、より広い経験領域の認知、若者の自律性の

促進、ＥＵ的価値観の重視、こうした４点が強調されてきた。そのために、若者の社会参

加、情報提供、自主的な活動、若者に対する理解と知識の深化、こうした４点が重視され

てきた。この辺は、特にユース・プラザの改革の中でも非常に大事な観点かなというふう

に思いました。 

 それから、スウェーデンにおけるユースワークの紹介がありまして非常によく分かった

のですが、スウェーデンのユースカウンシル（若者協議会）の存在が非常に大きいという

ことですね。これは歴史があるもので、１,５００施設あるとお伺いして、スウェーデン

の人口を調べてみたのですけれども、１,０２２万人。要するに、都よりも小さいぐらい

のところに１,５００施設のユースカウンシル（若者協議会）があるということで、これ

は全く桁の違う規模の施設だということも分かりました。それだけ広範囲にやっているの

がスウェーデンだということですね。 

 それから、フリースヒューセット――これを調べたら冷凍倉庫という意味だと分かった

のですが、古い冷凍倉庫を使ってこういう施設をつくったのだと思います。学校と若者の

文化活動、ソーシャルワークがセットになった非常に大きな施設があるということです。

この中で様々な文化と民主主義、文化資本に触れる機会を提供すること。若者にとっての

民主主義ですね。政治参加に向けてこうした活動が組まれていることも分かりました。ユ

ースカウンシル（若者協議会）を少し調べましたら、あるＮＰＯ法人のスタディツアー報
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告書に、若者のエンパワーメント、若者政策の反映、そうした紹介がされていました。 

 スウェーデンの若者政策は比較的歴史が新しい。近代若者政策は１９世紀、２０世紀初

頭の学校システム・余暇活動組織の形成に端を発する。１９６０年代まではスウェーデン

の若者政策の主たる関心は、若者余暇活動や組織活動、健全育成にあったと書かれていま

した。ここまでは日本の青少年教育とよく似た考え方でやっていたのだということがわか

りました。それが１９８０年以降、特に１９９０年代以降に抜本的な改革がなされてきた

経緯があると分かったというのが、この資料を見て非常に勉強になりました。 

 ここでのコメントで３点ですが、今回の審議会で青少年教育政策を立案する上で、こう

したヨーロッパの近年の流れは大変参考になると思いました。ヨーロッパ全体でもスウェ

ーデンでも失業や不安定雇用、こうした若者の就業を巡る困難化、あるいは政策決定に対

する若者の影響力の低下などから、２１世紀に入るころから大きな方向転換を示して今に

なるということですね。元々はスウェーデンも健全育成というところからその方向が大き

く変化しているところにあるのだということが分かりました。 

 それから、ＥＵでは、生活全般に着目したものとして若者政策があり、ユースワークの

枠組みがある。そういう意味では、もう少し包括的なところでの取組も将来的には検討す

る必要もあるというふうに思いました。 

 それから、ユースワークの概念を用いるのであれば、関係部署間との連携など、と日本

版ユースワークとはどういうものかということを考えていく必要があると考えました。 

 これらを基に、以上から、今後の青少年教育振興の基本方針をどういうふうに考えるか

ということで６点書かせていただきました。 

 青少年教育は、思春期、青年期の若者に対する、学校教育とは異なる独自の視点を持っ

たアプローチです。対象は重なりながらも、独自の視点を持ったアプローチとして青少年

教育があるという位置付けに転換していく必要があると思います。 

 それから、青少年を取り巻く環境が変化する中で、青少年を包括的に捉えた教育施策が

必要であるということです。その際には、ヨーロッパと同様の青年期の構造的な不安定化

が踏まえられる必要がある。また、高等学校の多様化、特に通信制高等学校の拡大や様々

な学校の問題、不登校の増加など、学校教育を取り巻く状況の変化も併せて青少年施策の

中では指摘していく必要があるだろうと考えます。 

 それから、幾つかの区市町村の取組には大変学ぶべきことが多いと思います。青少年教

育独自の視点として、居場所やナナメの関係など、こうした概念が必要になってくるだろ
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うと思います。その際に、青少年に学外の居場所が必要な理由、学内にも、学外にも青少

年がいる場所が必要という点について、ナナメの関係に基づく、そこでの関係づくりの必

要性を説明する必要があると考えます。 

 その一方で、今日的な体験活動の不足やコミュニケーション力の不足を補う上でこうし

た施設が効果的であるという点は強調されてしかるべきであろう。それから、青年期の自

立を図る上で、与えられた役割でなく、自分自身でいられる場ですね。与えられた役割と

いうのは、学校は与えられた役割をこなしていく場として構築されているので、そうでは

ない形で自分自身でいられる場としての青少年教育施設が必要だということの重要性が強

調されるべきだろうと思います。 

 ５番目は、量的には区市町村の事業が圧倒的に多い中で、都のユース・プラザは見直し

の視点に立って再編成が求められる。都の施設として、区市町村等との連携強化が求めら

れるということで、センター的な機能を効果的に発揮していくための組織づくりが必要に

なってくると思います。 

 最後に、総合的な若者政策の立案の見通しの中で、ユースワークの必要性や学校教育と

の連携が本来的には議論されるべきだと思います。日本の現状の枠組みの中で、教育委員

会の中での青少年施策の在り方、ユースワークの意義あるいは求められる目的をきちんと

定義する必要があるというふうにも考えます。 

 その下は、私の個人的な印象にすぎないのかもしれませんが、青少年教育は、今なおス

ウェーデンで言う６０年代の健全育成が強調されがちであるというふうに思います。そこ

にも挙げましたシティズンシップや社会参加、主体的活動、そうした新しい理念をより積

極的にキーワードとして盛り込んでいく必要があるだろう。資料に記載した健全育成の資

料は、「生徒指導、家庭教育支援及び児童健全育成に係る取組の相互連携の推進について

（依頼）」という通知です。日本では児童――この児童は厚生労働省の概念の児童だと思

いますが、１８歳までを児童として一くくりにするのですけれども、その中でユースをき

ちんと分けて、ユースへのアプローチをきちんと立てる必要があると思います。青少年と

いう言葉は、青少年対策で、５０年代、６０年代のある種の非行対策から生まれてきた言

葉なので、それに代わるユースという概念をより強調していく必要があるというふうに思

いました。 

 以上です。ありがとうございました。 

【笹井会長】  これまでの復習も含めて丁寧に説明していただき、ありがとうございま
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した。 

 それでは、これから委員の皆様から、今の酒井副会長の御提案、問題提起を受けて、今

後の審議や課題についての御意見を頂きたいと思います。今回はオンライン会議なので、

あらかじめこちらで指名させていただいて、名簿順に御発言をお願いしたいと思います。 

青山委員からお願いしたいと思います。 

【青山委員】  青山です。お久しぶりです。酒井先生、本当に整理をどうもありがとう

ございました。復習になりました。 

 私からは本当に感想のレベルになりますけれども、二、三コメントをさせていただけれ

ばと思います。 

 酒井先生の資料の１１ページの検討課題を見ながら何を言おうか考えていたのですが、

まず、１点目の学校教育とは異なる独自の視点を持ったアプローチということは当然必要

なことだと思います。特に日本の文脈では、いわゆる学校教育の肥大化と言われている状

況があります。放課後も含めて、学校も居場所になる努力を今もずっと進められているこ

とは教えていただきましたが、もう一方で、日本の学校システム自体が非常に大きくなっ

て、それは教員の負担という形でも表れているし、強い同調圧力のようなものや子供の生

きづらさの中で、学校の中でいろいろなものを盛り込んで、学校を広げて考えていること

自体にやはり限界があるという指摘もこれまでなされてきたわけです。 

 つまり、もう少し人間関係や活動場所の多元化が求められる中で、学校教育とは異なる

場であるということ自体に一つの強みがある、つまり、学校の中に放課後も家庭の支援も

全部抱えてきた中で、そうではないアプローチを志向すること自体に意味があるというの

は最初の段階で指摘できるのかなと思います。これが１点目です。 

 2 点目に、それから、酒井先生の検討課題の二つ目のところで、青少年を包括的に捉え

た教育施策が必要だということと、雇用の流動化との関連という御指摘がありました。も

う一方で、日本でもいわゆる子・若――子ども・若者育成支援推進法の成立など、２００

０年以降、青少年教育大綱などに基づき、総合的な施策が進められてきたわけですが、そ

の中では、むしろニート、フリーター問題や不登校の問題に端を発したターゲット型アプ

ローチのようなものが強く推進されてきたという状況があります。包括的なのだけれども、

かなり労働に関するもの、就業支援のようなものに特化してきた経緯があるということで

す。しかし、ＣＡＰＳや b-labやスウェーデンのお話では、個々の個別のターゲットの課

題に対応することももちろん大事ですけれども、もう少し総合的なというか、かつての
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「健全育成」とも少し違うとは思いますが、個別の政策課題に対応するのではないユニバ

ーサルなユースワークが話題になっていたので、このあたりをどうつなげて考えるか。あ

るいは、バランスを取っていくかが課題だと考えました。 

 3 点目に、酒井先生の資料の３、４点目あたりになりますけれども、これまで、新しい

居場所型の施設の勉強をしてきた一方で、東京スポーツ文化館 BumB や高尾の森わくわく

ビレッジという施設は、従来型のプログラムを提供する形の事業を中心にやってきた施設

だと思います。上記の 2つの施設は、ふだんできないスポーツ活動や宿泊やテント生活や

自然体験などを、イベントとして提供することもあれば、利用団体が利用することもある

わけですが、ふだんできない活動を提供するようなプログラム提供型の施設と言えます。

それらは、そこでしかできないことは余りないのだけれども、そこに人々が参加して居場

所としての役割を果たす施設とは異なる役割を果たしているということです。こういった

b-lab やＣＡＰＳのような新しい形の施設と、旧来の団体を支援したり体験を提供したり

する施設、その両方ともが青少年の施設としてずっと位置付いてきたと思いますし、今後

も両方の要素が必要にはなると思っています。さらに、これらの配置を考える視点として、

やはり居場所型施設は遠くにあってもあまり意味がない中で、居場所型の施設は、日常的

な生活圏に配置される一方で、プログラム提供型の施設は少し広域的なところに配置され

るというようなすみ分けがなされてきたと思いますので、今後は、そのあたりのバランス

が大事になるという印象を持ちました。 

 最後に、ちょっと補足ですが、実は新型コロナウイルス感染症が拡大する直前、２月に、

ゲストに来ていた両角先生とＥＵの若者政策の担当部局を回ってきました。そこで少し勉

強になったことは、いわゆるＥＵ全体の施策とスウェーデンの施策はかなり状況が違うと

いうことです。新型コロナウイルス感染症対策もスウェーデンだけかなり違う路線である

ことが報道されていますが、スウェーデンとヨーロッパのユースワークの違いというとこ

ろも意識していく必要があるなと思って聞いていました。 

 すみません。長くなりました。以上です。ありがとうございました。 

【笹井会長】  どうも、青山委員、ありがとうございました。 

 続きまして、土屋委員から御発言をお願いしたいと思います。 

【土屋委員】  酒井先生、本当にどうもありがとうございました。 

 私から、感想めいているのですが、少しお話しさせてもらえたらと思います。 

 これまでの議論からも、ターゲット型かユニバーサル型かということが話題になってい
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たかと思います。今、都で取り組んでいる、都立学校「自立支援チーム」派遣事業には、

私も関与しておりますが、この事業の手法である「ユースソーシャルワーク」については、

ターゲット型が中心となります。この施策がスタートして、今年で５年目となりますが、

取り扱う案件は年々非常に複雑化したものとなっている印象があります。また、今回のコ

ロナ禍においては、今後どんなことが出てくるか、まだ見えないところではありますが、

引き続き厳しいケースに対応していくことが予想されます。そんな中においては、ターゲ

ット型が基本であろう一方で、酒井先生がまとめてくださった資料の中の、平塚先生の論

文にあげられている、ＥＵの若者施策のような、統合性・包括性が要請される動向には、

着目しておく必要があると考えています。若者を対象とした施策には、家族、地域、医療、

教育・文化などの視野や関与が必要であるということを、酒井先生にお示しいただいてい

るわけですが、私としても、包括的でユニバーサル的な考えを、施策に組み上げていって

ほしいと考えます。 

 また、スウェーデンのユースワークの事例で出てきた、フリースヒューセット（ユース

センター）で行われているような、ソーシャルワークを組み入れた方法は、実際にどのよ

うに行われているのか興味があります。酒井先生のおっしゃるユースワークの概念、いわ

ゆる「日本版ユースワーク」を考えていくべきであるというご指摘は、正にそうだなと思

います。資料の１１ページの６番、ユースワークの必要性や学校教育との連携というとこ

ろですね。これについてやはり議論を進めていかなくてはいけないのだろうと考えました。 

 もう一つ、居場所とかナナメの関係という言葉ですが、これは若者施策や支援論の中に

は、よく出てくるところです。ただ、居場所論というのが実は不登校などの支援の中に必

ず出てくる言説ではあるのですが、まだまだ熟し切っていないと私自身は捉えています。

そもそも、「居場所」という言い方が何を指し示すのかということから、議論の余地があ

るのではないかと思っています。 

例えば、ユースソーシャルワーカーが学校の中で先生方と連携してソーシャルワークを

展開する中で、子供たちに向き合う―これからのその子供の人生をどうしようというとき

に、やはり進路にターゲットを絞って、先んじて対応しなければいけないというのがある。

子供をレールに乗せるようなベクトルがどうしても働いてしまうというところですね。子

供に考えてもらう時間や場所を与えることがなかなかできないジレンマがあります。だか

ら、子供自身、子供たちが物事を考えられる場所、時間、余裕というか、余白といったと

ころが居場所になるのかなと考えていたところでした。 
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【笹井会長】 土屋委員、ありがとうございました。 

 続きまして、永島委員からお願いしたいと思います。 

【永島委員】  お久しぶりです。 

 私も酒井先生のお話を聞きながらいろいろ考えていましたが、今回にコロナ禍でいろい

ろと状況が変わった中で、私はコーディネーターとして学校現場の話なども聞いています。

休校が長かった分、主体的な深い学びという点で、高校生や中学生自身が「学びって何だ

ろう？」ということをすごく考える、いろいろと自分で深く探究する、そういうことがで

きた子はたくさんいたのではないかと思っています。 

 先ほど学校との違いというところで居場所づくりという話がありましたが、学校も実は

居場所づくりをやっていると思います。では学校と何が違うのだろうと考えてみました。

すると学校は先生という役割と生徒という役割が明確にありました。そこでこれからは先

生と生徒ではない、フラットな大人と若い人たちが集う成長の場があったら良いなと考え

ています。自分のやりたいことをどうやって実現していったらいいかをトライする、開か

れた成長の場としての施設を検討していくのが良いのかなと考えていたのです。 

 その中で少し足りていないと思うのが大人の役割で、こうならねばならん、こういうこ

とを教えないといけないという大人のマインドセットのほうがすごく問題で、フラットに

見ることができる大人をたくさん増やしていかないといけないと思っています。先生たち

もファシリテーターとして役割を果たさなければいけないと言われていますが、関わる大

人がそういう視点を持つようにしていかなくてはいけない。今一生懸命、青少年育成とい

うことで議論されているのですが、そこに関わる大人の成長の場というか、関わる大人が

どのようにこれから彼らを育ててといくか、寄り添っていかなければいけないかというと

ころが実はとても重要で、先ほどのお話で関係者、職員との連携についてありましたが、

青少年との関わりについてきっちり研修したり議論したり、お互い悩みを出して一緒に考

えましょうという場が実はこういう施設の中で定期的に行われる必要があるのではないか

と、感じました。 

【笹井会長】  永島委員、ありがとうございました。 

 続きまして、野口委員からお願いしたいと思います。 

【野口委員】  私も感想というか、コメントを幾つかさせていただければと思います。 

 １点、お話を聞いていて改めて思ったのが、どういった機能を一番優先的に持たせてい

くのが良いのかなと考えていました。一つは、これまでもお話にあったとおり、居場所的
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な機能が必要になってくるのかなと。あとは、スウェーデンの事例などを聞いていく中で、

シティズンシップ的な側面をどこまで入れていくのかというところも論点になるのかなと

思いました。つまり、子供が自分らしくいられる場であるとともに、地域の一人として、

どういう地域をつくっていきたいか、社会をつくっていきたいかということを考えたりす

る場にもなれると良いのかなと思いました。 

 あとは、学校との差別化です。これまでの会議でも何回か発言したことにも重なります

が、学校とは違う価値基準が置かれる場だと良いと思っています。どうしても学校だと学

力だったり、部活だったりといったところに価値が置かれると思うのですね。学力が高い

人や部活ができる人がすごく認められる、評価されるような世界だと思うので、そうでは

ないところにも価値が置かれるような場だったら、子供にとって参加したり活動したりす

る意味が出てくるかと思います。特に発達障害や不登校の傾向の子供たちというのは、既

存の学校の価値基準が本当につらくて仕方がない人たちなので、同じような、例えば部活

的なことだけだとどうしてもそこに行く意味を感じないと思うので、そういった子供たち

にとっても参加したくなるような場であると良いなというふうに思っています。 

 ユニバーサルな施策がターゲットを具体的に決めていくよりも良いのかなと思うのです

けれども、その中でもリスクの高い人も参加しやすい、参加したくなる、排除されないと

良いと思います。例えば臨床心理士だったりソーシャルワーカーだったりが関わることに

よって、排除されないような仕組みになると良いなと思います。 

 あと２点あります。中学校はまだそこまで分断されていないと思うのですが、最近、通

信制高等学校の子供と接する一方、私立のすごく偏差値の高い高等学校に行っている子供

とも接するのですけれども、非常に分断されている。高等学校から分断されているなと思

います。すごく難しいなと思うのが、例えば私立の高等学校に行くような、いわゆる頭が

良い子供たちが社会課題の解決というテーマで私に話を聞きに来るのですが、あまりにも

自分の生活とかけ離れていて、社会の課題というものを全く身近に感じられていないこと

が起こっていたりする。そういった意味でも多様な人と関われる分断されない場、同質な

人たちが集まるのではなくて、多様な人が来ることができる場である必要があるというふ

うに思っています。 

 最後、先ほどもお話しいただきましたが、どうしても学校と家庭だけだと出会えるロー

ルモデルが限られていると思っています。やはり中高生のときに、いろいろな生き方があ

るのだということを、頭で理解するのではなくて、肌で実感する機会があると、自分の今
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後の生き方を考える上でも非常に参考になると思います。大学に行ってこういう人生を歩

みましょうねという一つのレールではなくて、実は世の中にはいろいろな大人がいて、い

ろいろな活躍の仕方があって、いろいろな生き方があって、それで良いのだなと中高生が

思える。そういうふうな機能を持たせられると良いのではないかというふうに思っていま

す。 

【笹井会長】  野口委員、ありがとうございました。 

 それでは、次に林委員からお願いしたいと思います。 

【林委員】  酒井先生にすごく手際よくまとめていただいたものがありますので、それ

に合わせながら幾つかコメントをさせていただきたいと思います。 

 酒井先生のまとめの１１ページ目の２番を読ませていただくと、先生のお話を改めて伺

っていて感じた部分があります。青少年を包括的に捉えた教育施策や不登校というところ

で見たときに、教育機会確保法に関わって、今、自主夜間中学も含めて夜間中学は結構注

目を集めている部分があると思うのです。そういったところも視野に入れながら言及でき

ると良いのかなと思っているのです。形式卒業の若い子が来たり、外国籍で日本の生活に

対応できない子がいたり、あるいは年配の教育を受けることができなかった人――青少年

というくくりに入れるのは厳しい部分があるかもしれませんが、非常に多様な背景を持っ

た人が集まって自主夜間中学、夜間中学で学んでいる。そこに来て学んでいる背景も様々

で、２番のまとめで言うと働くというところとも直結してくる部分があるので、夜間中学

というあたりも少し視野に入れると、また議論の仕方、深み、広がりが出てくるのかなと

画面を見ながらお話を伺っていました。これが一つ目です。 

 次が４点目のところです。体験活動、コミュニケーション力不足というのは、具体的に

どんなのが不足しているのだろうといろいろ考えていました。酒井先生のまとめの１１ペ

ージの一番下の参考の２行目の「社会参加」でつなげて考えたときに、青少年教育施設や

事業の、言ってみれば客体、参加者として、そこでいろいろな学びをしているというのは

定着していると思うのですが、そこから一歩進んで自分が主体になって何か企画して実践

していく。実践したこと、企画したことを外部に情報発信していく体験、そういうところ

も不足している一つなのかなといろいろ考えている部分があります。ですので、参加する

ときにも、お飾りで参加するのではなくて、自分たちが主導権を握って企画して情報発信

をしていく。そのプロセスで子供だけで、青少年だけでやっていくのは限界があるので、

大人、周りの支援者とどう折り合いをつけていくのか。どう合意形成をして話合いをして
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物事をつくっていくのかというところを強調するような体験活動など、コミュニケーショ

ンを一つの視点として持っても良いのかなと思っていました。 

 ロジャー・ハートの「参画のはしご」は、子供だけでなくて、子供と大人が一緒に物事

を決めて進めていくのが最上位に来ているので、そのあたりを改めて意識して、与えられ

た役割ではなくて、自分たちで役割を担って、つくりながら大人と一緒に何かをなし遂げ

ていく体験、その体験を進めていく上でのプロセスの中でコミュニケーションをどう培っ

ていくのかというところも一つ視点としてあるのかなというふうに見ていました。 

 もう一つ、最後です。１１ページの５点目で、青少年関係職員との連携とあって、東京

都独自というわけにはいかないかもしれませんが、青少年委員さん――自分は大田区で社

会教育指導員をやったときに青少年委員の担当でいろいろ間近で見てきたのです。言って

みれば、会議やイベント屋さん的な役割を担うところで終わっている部分があるのですが、

青少年委員の選出背景などを見ると、ＰＴＡの会長、副会長で学校と非常に密接に関わっ

ている。地域で中学生、高校生が活動するのも非常に密接に関わっているところで、非常

に公的な部分にも理解がある、専門性もそれなりにある立場が青少年委員だと思うのです。

なので、そういった青少年委員の役割を改めて見直しつつ、そことのネットワークをつく

ることで５番の連携の強化を強めていく一つの方途にもなるのかなと思っているところで

す。 

【笹井会長】  林委員、ありがとうございました。 

 続きまして、広石委員からお願いしたいと思います。 

【広石委員】  幾つか私もコメントさせていただきます。 

 一つは、青少年を取り巻く環境が変わっているというところを議論の論点としてもう少

し明確にしていくと良いのかなと思いました。考えてみると、保育園という問題があるの

ですが、保育園は、昭和の時代ですと、本当に貧しくて母親が働かざるを得ないから子供

を預ける場所みたいなところだったわけですね。それが現代的なテーマでいくと、収入が

多い人だって保育園は必要だ。それはジェンダー平等や、社会的ないろいろな人たちが参

画できるという意味で、保育園は必ずしも福祉的な意味合いだけではない。違う意味での

福祉、違う意味での社会的な意味になってきている。そういった意味では、昔ですと、き

ちんと学校に通って、中学校を出て、高等学校を出て大学に行って、真面目にそこで勉強

して、ちゃんと就職して働くというところから、まさに人生１００年時代で言うと、

「LEFE SHIFT（ライフ・シフト）」などにもありますが、マルチキャリアという意味では、
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中学校を出て、貧しいから働くではなくて、逆に自分の可能性を試したいから起業する。

海外にチャレンジしてみて、そしてまた帰ってきてみたいな多様なキャリアパスも必要で

しょうし、先ほど申し上げたみたいに、貧しいから働く、働かざるを得ないから働く。も

ちろん、そういう人たちの社会的包摂もすごく大事ですけれども、同時に、今ゲーマーと

してプロの仕事をする人もいれば、スポーツ選手として世界で活躍する１０代もどんどん

増えてきており、それだけでなく、社会的な活動などにチャレンジしたいという活動も。 

 そういった意味では、酒井先生のまとめにもありましたが、与えられた役割でなく、自

分らしくいられるというのがすごく大切かなというときに、先ほどほかの皆さんもおっし

ゃっていますけれども、学校は生徒という役割の中でいるのだろう。生徒という役割を考

えたときに二つあって、学校の中で与えられる生徒という役割を学校の中でうまく果たせ

ない子供がいる。例えばさっきの発達障害かもしれないし、先生や周りとの関係が悪くな

ることかもしれない。そういった意味では、生徒という役割を学校の中できちんと果たせ

ない人はその地域でカバーしていって、ある意味で生徒としての良い環境を整えるという

のがユース・プラザの必要性だろう。 

 もう一つは、生徒ではない役割ですね。先ほど申し上げたみたいな起業したい、もっと

チャレンジしたい、違う探究をしたい。そういうふうなときに、生徒ではなくて、正に先

ほどの大人と対等な関係で、そういう自分の社会的役割の中で動きたいときの拠点が学校

と家庭以外の場所として必要なのではないか。そういったあたりの背景的なところも含め

て、役割とは何か。１０代の子たち、２０代の子たちが社会的にどう存在するのかという

ことは一つ大きなテーマで、それはある意味で２０２０年代を通して、少し先を見通して

考えていく必要があるのではないかと思いました。 

 あと、日本財団が１８歳意識調査というのをしてネットなどでも話題となりました。１

８歳意識調査をしたときに、例えば「自分を大人だと思う」というのは、１８歳前後の子

たちに聞くと日本は圧倒的に低かったり、「自分で国や社会を変えられる」というのはす

ごく少なかったり、社会課題について家族や友人などと語り合えている子がすごく少ない

わけですね。私などが大学で教えていると、私の授業を取るような子なので割と社会問題

について評価が高いのですが、社会課題について話し合えているかどうかで二分されるな

ど、全体的に「自分を大人だと思う」というところが大学生でも低く出る子がすごく多い

と思っています。慶應のＳＦＣなどで教えていても３割ぐらいです。 

 何でそんなにみんな自分を大人だと思えないのかという話をよくしているのですが、自
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分たちは制約の中にいると思っているというのがすごく多いですね。そういった意味では、

今までどうしても生徒というか、１０代を子供扱いしてきている社会構造があるのだろう。     

親もそうかもしれない。学校かもしれない。社会的な中でも、まだ高校生なのだからみた

いな感じ、まだ生徒なのだからという感じです。それは、１８歳参政権なども考えてみる

と、大人として扱う場所ですね。先ほどの子供と大人が対等に存在できること。そういう

意味での大人扱いされる空間、もちろんそれはアクティブラーニングなど学校の中でもそ

ういうふうな形で変わっていく必要がある。では、一方で学校の中で生徒という役割を期

待する部分もあるとするならば、社会の中でどう連携していくか。それは分断するという

意味ではなくて、学校でできることと、学校ではなくできるところ。そして、どちらでも

自分が一人の人間として尊重されている実感。例えば障害を持っていたとしても裕福だっ

たとしても、逆にすごいキャリア、例えばＩＴの能力がすごく優れていたとしても、それ

ぞれが一人の人間として尊重されている実感を持てる空間のためには、学校という１種類

の存在だけでなくて、多様な居場所――居場所という言葉が良いかどうかという議論が先

ほどありましたけれども、多様なセットがいるだろう。 

 そういう中で都のユース・プラザはどの部分を担っていくのか。まず、大きな社会像の

中でどういうふうな場所が要るのか。その中で都の役割はどこにあるのか。そういう議論

ができていけば良いのではないかと感じました。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして松山委員からお願いしたいと思います。 

【松山委員】  コメントとして幾つか思ったことを申し上げます。 

 私がまず思ったのは、対象者をどこに絞っていくのかというところで、ユニバーサル型

なのかターゲット型なのかが気になりました。それは、取りも直さず青少年を取り巻く課

題というか、環境の中で今最も議論するべきところが何なのか。ユニバーサル型というか、

一般的に包括的に青少年問題を考えたときに、昔と変わっているのはキャリアの考え方や

終身雇用制が崩れる中で、今学校の中でやっている教科学習と、その先に割と従来型で捉

えられてきたキャリア観や進路指導などで先生がされる中でのキャリアとは少し違う在り

方ですね。例えば起業する、インターネットの発達に伴って自身で何か生計を立てる方法

が必ずしも就職という形ではない中で、学校では伝え切れないようなものがあるとしたと

きに、そういった問題に対して、多様なロールモデルという話もありましたけれども、捉

えられるような場としてのユースワークといった場を持つことをやっていくのか。それと
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もターゲット型でいくのか。この二つのどちらを考えていくのかというところが一番大き

いのかなと私も思いました。 

 今、不登校や中途退学というところで特に都の役割を考えたときに、公立学校の場合で

は、中学校までは地元の市区町村に密接した形で連携がなされますので、不登校といった

ことがあってもある程度地域の中で見ていくところができる。高校生などになって中退し

てしまったときに支援などから切れてしまう子が少なからず存在するところにおいて、都

が果たすべき役割は、区市町村とは別にあるのではないかという気もしつつ、元々この議

論が当初のＰＦＩ事業の見直しという中で始まったような背景も含めて、どこまで壮大な

風呂敷を広げて政策と連携しながらやっていくのかという覚悟が問われているというふう

に思いました。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして山﨑委員からお願いしたいと思います。 

【山﨑委員】  今日皆様のお話をお伺いしていて、いろいろな話が出てきて頭が混乱し

ているというのが実情です。当初この会議でお話ししようと思っていたことが全部飛んで

しまった状況ですが、幾つか私なりにコメントを申し上げたいと思っております。 

 ユニバーサルでいくかターゲット型でいくかという話があるのですが、私、この３月ま

で東京都子供・若者支援協議会や発達障害者支援地域協議会などターゲット型の会議の委

員を長らくやっておりました。この審議会は生涯学習審議会と名乗っているので、青少年

をどのように規定するかが前提となっていますが、酒井先生がまとめてくださったものの

２ページの基本的な概念に「３０歳未満、とくに中・高生ならびにそれ以上の年齢層に注

目」とあるように、幅広い年齢が対象とするので、そういう観点からもターゲット型とい

うよりも少しユニバーサル的な視点での考え方で、東京都として、この年齢、青少年に対

して生涯教育、生涯学習という視点からどういう考え方でやるのだということは言わない

といけないと思うのです。 

 その辺は酒井先生が１１ページにまとめていただいていて、「学校教育とは異なる独自

の視点をもったアプローチとして位置づける。」とあります。ここで考えると、生涯学習

で何を目指すかというところだと思うのです。やはり社会参加や自立、市民等、そういう

ような概念が挙げられると思いますが、やはりそこできちんと最初に述べることだろうと

思いました。それが第１点。 

 第２点として、居場所などの話が出ていますが、――私は発達障害が専門ですが、発達
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障害の文脈でも居場所、居場所の整備ということがこの間言われています。居場所をつく

っていくと言われていますけれども、家庭や学校生活がその人の居場所になりえていない

ので地域でそれ以外の居場所をという文脈だと思います。ここで必要なのは居場所とはど

のような要素があるところなのか、ありのままのその子を受け入れてくれる場所と人間関

係がある場。その人をありのまま受けて止め学んでいけるような人間関係がある、そうい

う場を言ってきているのです。酒井先生も青少年に学外で居場所が必要な理由と書いてい

らっしゃいますが、また先ほど土屋先生も少し触れておっしゃっていたのですけれども、

この年齢の人たちが一歩社会に出ていく前、人間関係等について練習する場というイメー

ジです。そこのところをコミュニティというようなことで考えていくのではないかと。

様々な関係性があるところ、さらに様々な役割が取れるところが必要というか。それを青

少年の教育施設でどう担っていくのかということだと思います。 

 家庭や学校以外で、その人がありのままでいられ、受け止められていることを体験でき

る、自分自身でいられる場が必要で、それによって自信などができてくるので、そのよう

な場が必要。そういうことなのかなと思って聞いていました。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

 私からも簡単なコメントをしたいというふうに思います。すごく学校教育の特徴を踏ま

えた御提案、問題提起を酒井先生から頂いたと思っています。これまでもいろいろな委員

の先生方から御意見を頂きましたけれども、学校教育はシステムになっていて制度化され

ているわけですね。だから、その過程で役割というものはきちんと決めなくてはいけない。

校長の役割や担任の役割、子供がこういうことをしてはいけないなど、この授業ではこう

いうことをちゃんと学ぶべきであるという役割や、ある種の規範みたいなものを最初に決

めなければいけないというのが学校教育の宿命だというふうに思っているのです。 

 ところが、社会教育というか、英語ではノンフォーマルと言いますけれども、ノンフォ

ーマルのノンという意味は、役割から離れる。初めに規範ありきという考え方から離れる

という意味です。そういう意味では、自分の生き方や生活の仕方、考え方、やりたいこと

など、初めから自由であっていいというのがノンフォーマル教育の考え方です。特にアメ

リカやスウェーデンなどはそういう考え方が強いところだと思います。 

 そういった観点から、日本の青少年教育というのは明らかに学校教育のアナロジーで、

こうあるべきだ、こういう役割を青少年は担うべきだ。だから、健全育成みたいな考え方

が出てくるわけですね。果たしてそれで今の青少年を理解することになるのかというのを
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常々疑問に思います。もっと自由にというか、例えばディスカッション、議論と対話とよ

く言うのですけれども、議論というのは、テーマがあって、そのテーマについて賛成、反

対、みんなで議論しましょう。ところが、対話、ダイアローグというのは、テーマそのも

のがなくて、お互いを知るところから始めましょうというようなことを言われて、今の青

少年というのはむしろ対話から始めていく必要があるのではないかと思えてしようがない

のですね。 

 実は平成１３年度にオランダで、個人的な体験ですけれども、子育て事情の調査をした

ことがあります。オランダ語が話せないので英語で、家庭教育支援のプロジェクトなどを

当時の私は担当してやったことがあります。家庭教育という言葉がオランダ語にはないの

です。もちろん英語にもない。home education と辞書に出ていますけれども、これは造

語です。何かといったら raising、子育ち――自分が育っていくことが子育てなのだみた

いなことを言って、ああ、そうなのだと。あらかじめこういうふうに子どもを育てるとい

う規範、あるいは、子供の役割、親の役割は固定されていない、決まっていないのだとい

うのがそのときよく分かったわけです。 

 生涯学習の時代になってますますそれは顕著になってきていて、例えばキャリア教育と

昔言われていたのが今キャリア学習と言われています。キャリアデザイン、キャリア学習

など、学習者の主体性というか、学習者の考えの自由をかなり強調した言い方になってい

る。１年ぐらい前にアメリカへ行ったとき、アメリカではキャリア学習という言葉もなく

て、キャリア探索と言うのですね。career exploration といって、自分でキャリアを考

えろよみたいな授業科目が高等学校や大学であるのです。こうあるべきだというふうに人

の人生、特にキャリアパスみたいなのを捉えないというのがすごくアメリカらしいなと思

っていたのです。正に日本の青少年教育行政、あるいは青少年教育事業というのは、アプ

リオリや役割論を設定して、そこから適切なというか、きちんと対応した事業をやってき

たように思うのですね。そういうようなアプローチで良いのかという問題が一つあると思

います。 

 その際に、そういうアプローチを取らないとするのであれば、今の若者像、アプローチ

する対象としての若者のプロフィールをきちんと把握して、今の若者たちはこうなってい

るのだからこういうアプローチが必要だよねというふうに組み立てていかなければいけな

い。もちろん、それは行政としてやるべきことというか、政策論としてどこまでできるか。

あるいは、これは市民団体やＮＰＯにお願いしなければいけない部分もありますけれども、
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基本的に今の若者像をきちんと認識して、その上でどういうふうにアプローチをするのか。

そういう一般論を考えて、都教委として何ができるのかを考えていくべきだと思って話を

聞いていました。 

 皆さん方のプレゼンテーションやお話に共通しているところがあって、ある種の固定化

された観念で若者を理解することより、もっとそこから離れて、若者に寄り添った形で、

今の若い人たちは何を考えているか、何を困っているのか、何が問題、課題なのかという

ことを考えていかなければいけないという点では、恐らく皆さん方の御発表や御意見に共

通しているのではないかと思って私は認識していました。 

 追加で、皆さん方から御質問があれば是非出していただいて、最後に全体を通して酒井

副会長から御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

【酒井副会長】  これをまとめている中で、直近では「中間のまとめ」をつくるという

ことで、それの一つ議論の前段階としてこういうものを整理しましょうということで引き

受けた仕事ですけれども、要するに、「中間のまとめ」のどの辺を狙っていらっしゃるの

か。単に今回の二つの都営施設をどうするかという問題はもちろんあるのですけれども、

青少年施策としてどこまで、例えば今議論が出てきた基本的な考え方みたいなところから

説き起こして、施策としてどの辺をカバーするような「中間のまとめ」を考えていらっし

ゃるのかというのが少し分からないままに実はまとめていました。そこを少し何か説明し

ていただいたほうがありがたいかなと思うのです。 

【笹井会長】  分かりました。では、事務局で今の酒井先生の御質問について御回答を

お願いできれば。 

【主任社会教育主事】 酒井委員からの御指摘にお答えしますと、審議会を立ち上げたと

きから、新しい青少年教育の施策の方向を打ち出したいと思っています。これまで、青少

年教育が注目されていたのは、昭和４９年、１９７０年代後半ぐらいまでで大体終わって、

それからは独自の役割が見出しにくくなってきた時期だったと思うのですが、改めて昨今

の子供・若者の事情や状況、学校教育の疲弊化などといった問題を踏まえて、もう一度、

今日の御発表にもあったように、学校とは異なったアプローチをどう行政として考えてい

くか。 

 それと、今はターゲット型ばかりで、実は基底となる部分の議論が、青少年の育成では

語られていないのではないかという問題意識もあって、考え方のベースを検討し、その上

で施策を考えていきたいというのが事務局のスタンスです。 
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【笹井会長】  酒井先生、よろしいですか。 

【酒井副会長】  私もそこが大事だと思っています。そうしますと、今、各委員の先生

方から話していただいた、どういう関係の中に今の１０代、２０代の若者を置くか、大人

とどういう関係の居場所、空間をつくるのかといったことが大事になってくるので、そこ

から説き起こしていただけると大変ありがたいと聞いていて思いました。それがないと、

施策の具体のところだけで取りまとめようとするとどうもうまくいかないなと思っていた

ものですから。ある意味、今期の報告は、ここ３，４０年を踏まえつつ新機軸、新しい施

策の方向性を提示するような類いの建議なのかなと思いました。 

【笹井会長】  ありがとうございました。ほかの委員の先生方、追加質問や御意見など

ありましたらお願いしたいと思います。 

【山﨑委員】  これは学校の先生方の研修のときにもよく申し上げていることです。酒

井先生のプリントにも３ページの５、「東京都の説明からこの点を検討するのであれば、

以下の諸点で、学校教育との差異化が図られるのではないか。」とありますが、事業運営

の際、青少年の発達という視点は非常に大事だと考えております。学校教育現場だとなか

なかこの発達という視点を取り上げるのが難しい。やはり発達段階ということを意識した

教育の必要性ということを言ったほうが良いのではないかと思っています。 

 発達障害という文脈で考えると、例えば小学校の高学年でも対人コミュニケーション能

力や社会性という部分ではどう考えてもかなり幼い生徒も実際いるので、生活年齢プラス

発達段階という視点が重要だと思います。恐らく文京区、調布市の取組などもそういう視

点を持っておやりになっているのではないかと思うのです。 

 もう一つ、どうしても学校教育とは違った視点でとなるのですけれども、青少年は３０

歳未満までとなっていますが、どうしても教育となると１８歳までを想定しがちになり学

校教育が中心になっていくのですが、その後ということもやはり視野に入れていただきた

いと思うのです。今、発達障害というところでは就職がうまくいかない。学校生活自体、

大学生活がうまくいかない、就職しても離職を繰り返すなどいろいろあります。そういっ

たことを視野に入れてというのですかね。でも、先ほど申し上げたことの繰り返しとなり

ますが、この生涯教育においてどういうことを目指していくのかということと関係してく

ることだとも思いますので、きちんと言っていただけると良いのではないかと思っており

ます。 

 以上です。ありがとうございます。 
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【笹井会長】  ありがとうございました。ほかの委員の先生方、いかがですか。 

【青山委員】  皆さんの御意見をいろいろ伺っていて、少しだけ追加で発言をさせてく

ださい。 

 1 点目は、キーワードになっていた「居場所って何だろう」ということですけれども、

もともとは不登校の文脈の中で、例えば東京シューレの活動やいろいろな中で居場所とい

う概念が出てきて、後に青少年教育の文脈でも注目されるようになったという経緯の中で、

もちろん、ありのままの自分でいられるというところでは共通していると思うのですが、

青少年教育における「居場所」には独自の文脈もあると思っています。一つは、それまで

の子供会やボーイスカウトやＹＭＣＡなどのように、会員型、団体型、クラブ型と言われ

るような、子ども・若者を集めてプログラムを行う青少年事業に人が集まらなくなってい

く中で、もう少し空間的なアプローチというか、もちろんそこにも人間関係は伴うわけで

すが、そういった団体型の青少年事業から居場所型の事業へという流れで注目されてきた

ということです。ここでの「居場所」が、旧来の団体活動中心のプログラムの限界をどう

乗り越えるかという青少年教育独自の文脈で出てきているということは青少年教育施設の

役割を考える上では重要かなと思います。 

 「居場所」に関する青少年教育独自の文脈のもう一つは、単に居場所はありのままの自

分でいられるだけでなく、居場所での活動が社会参加にもつながっていくということです

ね。つまり、最初は社会からのシェルターとしての意味が大きいかもしれないけれども、

居場所への参加度が上がっていく中で、居場所は社会とその子供・若者を再びつないでい

く接点、チャンネルになっていくのだというところは強調されていいところかなと思いま

した。いろいろな文脈で居場所ということはさんざん言われるので、特にこの分野ではそ

のあたりは改めて強調していいところなのではないかと思っています。 

 2 点目に、ユニバーサルとターゲットの話もいろいろ皆さんから意見が出されていまし

たけれども、ユニバーサルとターゲットというものを対立的に捉えるわけではなくて、や

はり質の高いユニバーサルというものがターゲット的なニーズに応えることにもつながる

のだというところは押さえておけると良いのかなと思いました。例えばスウェーデンのユ

ースセンターの話が先ほどありましたけれども、１,５００あるユースセンターは、別に

「移民支援センター」ではありませんが、結果としてスウェーデンが抱えている移民の包

摂の問題などに関して、ユースセンターが移民の青年たちがいろいろなニーズを満たす場

所、あるいは社会的包摂の拠点にもなっています。それは「移民支援センター」のような
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役割の施設だから起きていることではなくて、ユニバーサルな役割の施設の中だからこそ、

移民の青年たちもサポートされ得るという面を考えると、ユニバーサルかターゲットかを

分け過ぎないというか、分けた上でつなげていくような発想をしていくことが、今後の目

指すべき青少年教育事業のイメージにもつながるかなと思います。以上、２点発言させて

いただきました。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

【広石委員】  先ほど酒井先生のお話で、スウェーデンは１,０００万人ぐらいの人口

にユースセンターが１,５００か所あって、それは東京で現実的なのかどうかという話が

あったと思っています。ただ、きめ細かさみたいなものをどう考えていくのかというのは

すごく大切かなと思っています。区市町村がやっているのだけれども、区市町村が全てを

カバーできないし、逆に東京都として、より先進的、モデル的なものをどういうふうに対

応していくのかという意味で、どういうふうな地域的なバランスや、市区町村のやってい

ることを横断的に見る、横につなぐといったところが都の役割としてあるかなと思いま

す。。 

 そう考えたときに、例えば物理的に１,５００か所というのはとても難しいのですけれ

ども、今回のコロナ禍を良い機会として生かすと、オンライン的なサポートの仕組みを整

えても良いのかなと思ったのですね。ニュースで見ただけですけれども、ＬＩＮＥで高校

生たちの不安などを聞くような取組があって、すごくたくさんの相談が寄せられていると

いうのを知りました。そういった意味では、オンラインで気軽にアクセスできる、ネット

カフェからヘルプを出せるなど、そういったところももしかしたらこれからの時代という

意味ではすごく大切なのではないか。もちろん施設という意味では物理的なハードという

ものはすごく重要ですけれども、ソフトとしての機能というところで、こころの電話みた

いなものともどう連携していくのか。オンラインにそういう場があって、そこにいろいろ

なところからアクセスできる。例えば家からや学校からアクセスできても良いし、そうで

はなく外からオンラインに入れる。特に今年オンラインというものが大分一般化してきた

ところも含めて、ハードの整備が難しければ、そういった形のソフト的な機能、そこが一

つ大事かな。 

 もう一つ。大人との関わりをどうするのかということもすごく大切だと思うのですね。

永島委員がおっしゃったのかもしれませんが、大人たちが今どう受け止めていいか分から

ない。例えば高等学校の先生から私たちは結構相談を受けるのですけれども、２か月間、
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３か月間学校に来ていない子が多いから、逆に生徒たちと先生もどう関わればいいか分か

らないという相談がありました。大人たちが実は今の子供たちとどう接すればいいか悩ん

でいるところもあるのではないか。そういったときに実はユース・プラザみたいなところ

が若者たちのリアルや、さっき酒井先生がおっしゃっていた実態に寄り添っている存在の

人たちが、「いや、こういうことですよ」という形で発信していくなど相談に乗れる。そ

ういった機能もあれば良いなと思ったので、追加で話をさせていただきました。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

 これらの前の段階の御意見、御質問を含めて、酒井先生、何かありましたら是非コメン

トを頂ければと思います。 

【酒井副会長】  皆さんおっしゃるとおりで、学校とは違う場所の必要性ということで、

学校での教師、生徒とは違う関係性、フラットな関係や、大人として扱う、あるいは寄り

添うなど、いろいろな関係のキーワードが出ていますけれども、そうしたところが必要だ

ということで、社会教育施設がそれを担うのだという理屈は非常によく分かるというふう

に思いました。 

 それから、青山委員が言われたユニバーサルとターゲットの支援は、二つを分け過ぎな

いことというのは私も非常に大事だと思っています。今回の施策は、やはりユニバーサル

な、面を全体で覆う施策としてどう提唱するのかということをきちんと考えていく必要が

あると思うのです。ただ、様々な困難を抱えた、発達障害や外国籍の子供たち、いろいろ

な子供たちがその中で様々な居場所が得られる、自分の役割が何か発揮できるところがあ

るという組立てはすごく大事かなというふうに思いました。 

 皆さんからの御意見を頂いて、なるほどと思ってはいるのですが、一方で、こういう話

を委員の皆さんは社会教育、生涯学習関係のところでされている方で、学校教育側の私か

らみると、学校側がこういう学外の施設が今の子供たちにとって非常に大事なのだという

ことがストンと落ちるような理屈立てが必要ではないかと思いました。 

 それから、特に高等学校の場合には、具体的に高等学校教育改革との連携がこれからよ

り一層求められてくると思いますので、お互いに分かり合うことが必要になってくるだろ

うと。学校は、学校なりに子供たちの発達に即した、あるいは自立のための教育をしてい

ると考えているので、それだけではなかなかできない分、どうしても学校という施設の中

だけでは完結できない部分が多々あるのだという理屈が必要なのだろうと。 

 例えば、先ほど出ていたキャリアのことは非常に大事だと思っています。どうしても学
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校はある決まったキャリアに導くような発想の下でキャリア教育は組まれていくのですが、

多様なキャリアの中でキャリアの考え方が違っていく。そうしたところにこれから子供た

ちが入っていく中で様々な経験を得させなければいけないのだけれども、学校ができるこ

とはここまで、それ以外のところでやはりこういう経験を積ませることが子供たちには大

事なのではないか。そういう組立てが必要なのではないかというふうに思いました。 

 それから、対象年齢を３０歳未満までということについては、どうしても私も中高生ぐ

らいをイメージして話をしてしまうのですけれども、それより先、要するに、そこでは支

援という意味では継続した支援が可能になる場でして、少しひきこもり傾向の方や、例え

ば外国籍の子供たちが高等学校を出た後も就職やいろいろなところで困難を抱えるわけで

す。そうした人たちへの継続的な支援という意味では、こうした３０歳ぐらいまでを包括

的に支援する場所として社会教育施設があるという考え方はすごく大事だなと思いました。 

 もう一つ大事なのは、これは施設の問題であるとともに、大人がどうその子供に関わる

のかという部分が大事だと思うのです。そうしますと、特に具体的には社会教育関係の青

少年教育に当たられる方の研修的な部分が非常に大事になってくる。子供と中高生、青少

年、ユースとどういう関係でそれに関わるのかということの理解を深める必要がある。そ

ういう意味では、今申し上げた職員の研修が今回の中ではすごく大事になってくるという

ふうにも思いました。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

 議論は、今日のところはこの辺にさせていただきたいと思います。 

 では、これまでの議論というか、審議を踏まえて、事務局から今後についての御説明を

お願いしたいと思います。 

【主任社会教育主事】 本日はたくさんのコメントをありがとうございました。 

 資料２を御覧いただけますでしょうか。今後の進行について御説明申し上げます。この

１番にも書いてあるように、当初、「中間のまとめ」の起草委員会を設置して議論をしよ

うと考えておりましたが、新型コロナウイルスの影響で大幅に予定が遅れてしまいました。

こちらの事情で大変申し訳ないのですが、秋には「中間のまとめ」を出したいという考え

方がございますので、資料２の２のように今後の予定の変更という形でさせていただけた

らと思っております。 

 具体的には、起草委員会は設置せずに、本日の審議会で頂いたコメントを含めた、これ

までの審議会の委員の皆様から頂いたコメントを基に、これから会長、副会長と事務局で
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「中間のまとめ（案）」を作成し、次の審議会に御提示したいと考えております。鋭意、

事務局で素案を作成しているところなので、近いうちに会長、副会長にお示ししながら、

３者で議論しながら「中間のまとめ（案）」という形で、第６回、７月２０日には案をお

出ししたいと考えております。 

 また、「中間のまとめ（案）」の作成に向けて、本日各委員の皆様にコメントシートとい

うものをお送りさせていただいておるかと思います。こちらは、６月中に、今日話し足り

なかった部分を踏まえてコメントや課題などをお示しいただけると、それを踏まえて「中

間のまとめ（案）」に反映したいというふうに考えております。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 

  それでは、御意見、御質問等あるかもしれませんけれども、時間の関係もありますの

で、次の議事に移りたいと思います。 

 次は２の議事になっていますけれども、補助金部会の設置であります。これについて事

務局から説明をお願いしたいと思います。 

【主任社会教育主事】  事務局から補助金部会の設置について御説明させていただきま

す。 

 この審議会の所掌事項の一つとして、都が行う社会教育関係団体に対する補助金の支出

について意見を聴取するという権能が備わっております。資料３を御覧ください。基本的

にはここに書いてあるとおりです。目的はお読みいただければと思うのですが、補助対象

が（２）に書かれてあります。対象団体というふうに書かれてありまして、「子供の健全

な成長を図るために、家庭の教育力の向上及び地域・社会と学校の連携・協働にかかわる

取組を行っている団体」とさせていただいております。対象事業は示されてあるとおりで

す。 

 ２番にございますように、社会教育法第１３条に、社会教育関係団体に対し補助金を交

付しようとする場合には、基本は社会教育委員の会議の御意見を聴取するという手続が必

要になるのですが、東京都の場合は、平成２６年度末で社会教育委員条例を廃止して、生

涯学習審議会に一本化しました。２の下の囲みに書いてありますように、生涯学習審議会

条例の中で、この社会教育法第１３条に規定する社会教育関係団体に対する補助金の交付

に関する事項の調査審議というものが審議会の役割として備わっておりますので、補助金

部会の審議をしていただく委員を本審議会の委員の中から３名御依頼して意見聴取をさせ

ていただくことができればと考えております。 
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【笹井会長】  ありがとうございました。 

 補助金部会を設置して、補助金の審査というか、社会教育法では意見を述べなければい

けないことになってはいるのですけれども、その機能を持たせようと。具体的な案という

のは事務局ではお持ちでしょうか。お願いします。 

【主任社会教育主事】  それでは、事務局案という形で提案をさせていただきます。こ

れは社会教育関係団体という仕組みとその制度、取組などに精通している委員の方に御意

見を頂けたらということで、３名お願いをしたいと思います。まず１人目は、清瀬市の教

育委員を務めるなど教育行政の現場に精通していらっしゃる土屋委員、２人目としては、

国分寺市で実際社会教育委員として活動されていて地域の教育活動にお詳しい永島委員、

そして生涯学習・社会教育を専門とされている笹井会長、以上の３名の方を御提案させて

いただきます。 

 また、補助金部会長は笹井会長にお願いできればと考えております。 

【笹井会長】  ありがとうございました。 

 私個人はもちろん了解ですけれども、ほかの今御指名いただいた委員の方、あるいはほ

かの委員の方からもし何か御質問、御意見がございましたらお願いしたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

【青山委員】  異論なしですが、適任の３名の方ではないかと思って発言しました。 

【笹井会長】  ありがとうございます。 

 では、特にほかに意見はないようですので、私を含めて３人の委員の方、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それでは、次第の４の今後の予定に関しまして、事務局からお願いをしたいと思います。 

【生涯学習課長】  このたびは委員の皆様におかれましてはオンライン会議の進行に御

協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

 次回の審議会の予定につきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、今後

に「中間のまとめ」の事務局案を会長、副会長にお諮りし、その案について御審議いただ

く第６回全体会を７月２０日に開催させていただく予定としております。 

 補助金部会につきましては現在調整中でございます。 

 開催方法も含めまして詳細につきましては改めて御案内させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【笹井会長】  どうもありがとうございました。 
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 それでは、以上をもちまして、本日の第５回の審議会を終わらせていただきます。 

 皆さん、いろいろな御意見を頂いてすごく充実した会議だと思いますし、副会長からは

非常に懇切丁寧な説明もしていただきまして、とても助かりました。改めてお礼を申し上

げたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

閉会：午後７時５６分 


